
特例措置適用期間中の研修の受講について

介護支援
専門員証

①大阪府登録の介護支援専門員で、証の有効期間満了日が令和３年１月１日から令和５年１２月３１日までの方は、特例措
置適用期間中に、再研修ではなく、更新研修を受講して下さい。

特例措置の終期
R6.6.10

現在の有効期間満了日
R4.6.10

主任有効期間

②令和３年度に更新研修Ⅱを受講予定の主任介護支援専門員は 、特例措置の適用期間中に、主任更新研修を修了した場
合、証の更新研修が免除され、証及び主任の更新が可能。（※証の更新申請は別途必要になります。）

介護支援
専門員証

主任更新研修修了者は証の更新
研修が免除され、証及び主任の

有効期間の更新が可能

現在の主任の満了日
R6.3.29

現在の有効期間満了日
R4.6.10

特例措置の終期
R6.6.10

更新後の有効期間満了日
R9.6.10

更新後の主任の満了日
R11.3.29

この間は有効期間の特例措置が適用される
ので、更新研修を受講

更新後の有効期間満了日
R9.6.10

R３年度に更新研修Ⅱ
を受講予定

（例）証の有効期間満了日が令和４年６月１０日の場合

（例）証の有効期間満了日が令和４年６月１０日、主任の有効期間満了日が令和６年３月２９日の場合


